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良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等
の一部を改正する法律の概要改正の趣旨

改正の概要

＜Ⅰ．医師の働き方改革＞

長時間労働の医師の労働時間短縮及び健康確保のための措置の整備等 （医療法） 【令和６年４月１日に向け段階的に施行】

医師に対する時間外労働の上限規制の適用開始（令和６年４月１日）に向け、次の措置を講じる。

・ 勤務する医師が長時間労働となる医療機関における医師労働時間短縮計画の作成

・ 地域医療の確保や集中的な研修実施の観点から、やむを得ず高い上限時間を適用する医療機関を都道府県知事が指定する制度の創設

・ 当該医療機関における健康確保措置（面接指導、連続勤務時間制限、勤務間インターバル規制等）の実施 等

＜Ⅱ．各医療関係職種の専門性の活用＞

１．医療関係職種の業務範囲の見直し （診療放射線技師法、臨床検査技師等に関する法律、臨床工学技士法、救急救命士法） 【令和３年10月１日施行】

タスクシフト/シェアを推進し、医師の負担を軽減しつつ、医療関係職種がより専門性を活かせるよう、各職種の業務範囲の拡大等を行う。

２．医師養成課程の見直し （医師法、歯科医師法） 【①は令和７年４月１日／②は令和５年４月１日施行等】 ※歯科医師も同様の措置

①共用試験合格を医師国家試験の受験資格要件とし、②同試験に合格した医学生が臨床実習として医業を行うことができる旨を明確化。

＜Ⅲ．地域の実情に応じた医療提供体制の確保＞

１．新興感染症等の感染拡大時における医療提供体制の確保に関する事項の医療計画への位置付け （医療法）【令和６年４月１日施行】

医療計画の記載事項に新興感染症等への対応に関する事項を追加する。

２．地域医療構想の実現に向けた医療機関の取組の支援（地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律）【公布日施行】

令和２年度に創設した「病床機能再編支援事業」を地域医療介護総合確保基金に位置付け、当該事業については国が全額を負担する

こととするほか、再編を行う医療機関に対する税制優遇措置を講じる。

３．外来医療の機能の明確化・連携 （医療法） 【令和４年４月１日施行】

医療機関に対し、医療資源を重点的に活用する外来等について報告を求める外来機能報告制度の創設等を行う。

＜Ⅳ．その他＞ 持ち分の定めのない医療法人への移行計画認定制度の延長 【公布日施行】

良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進する観点から、医師の働き方改革、各医療関係職種の専門性の活用、地域

の実情に応じた医療提供体制の確保を進めるため、長時間労働の医師に対し医療機関が講ずべき健康確保措置等の整備や地域医療構

想の実現に向けた医療機関の取組に対する支援の強化等の措置を講ずる。
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【２.統合支援給付金支給事業】
統合（廃止病院あり）に伴い病床数を減少する場合のコスト等に充当するため、

統合計画に参加する医療機関（統合関係医療機関）全体で減少する病床１床当た
り、病床稼働率に応じた額を支給（配分は統合関係医療機関全体で調整）
※重点支援区域として指定された関係医療機関については一層手厚く支援
※統合関係医療機関の対象３区分の総病床数が10％以上減少する場合に対象

病床機能再編支援事業（地域医療介護総合確保基金 事業区分Ⅰ－２）

○中長期的な人口減少・高齢化の進行を見据えつつ、今般の新型コロナウイルス感染症への対応により顕在化した地域医療の
課題への対応を含め、地域の実情に応じた質の高い効率的な医療提供体制を構築する必要がある。

〇こうした中、地域医療構想の実現を図る観点から、地域医療構想調整会議等の合意を踏まえ、自主的に行われる病床減少を伴
う病床機能再編や、病床減少を伴う医療機関の統合等に取り組む際の財政支援*1を実施する。

○令和２年度に予算事業として措置された本事業について法改正を行い、新たに地域医療介護総合確保基金の中に位置付け、
引き続き事業を実施する。【補助スキーム：定額補助（国１０／１０）】

【１.単独支援給付金支給事業】
病床数の減少を伴う病床機能再編に関する計画を作成した医療機関（統合によ

り廃止する場合も含む）に対し、減少する病床1床当たり、病床稼働率に応じた額
を支給
※病床機能再編後の対象３区分*2の許可病床数が、平成30年度病床機能報告における
対象３区分として報告された稼働病床数の合計の90％以下となること

【３.債務整理支援給付金支給事業】
統合（廃止病院あり）に伴い病床数を減少する場合において、廃止される医

療機関の残債を統合後に残る医療機関に承継させる場合、当該引継債務に発生す
る利子について一定の上限を設けて統合後医療機関へ支給
※統合関係医療機関の対象３区分の総病床数の10％以上減少する場合に対象
※承継に伴い当該引継ぎ債務を金融機関等からの融資に借り換えた場合に限る

病床200床

「単独医療機関」の取組に対する財政支援
再編

減少する病床数
について支給

Ａ病院：200床

Ｂ病院：100床
廃止（廃業）

統合後のＡ総合病院
250床

純減した50床について支給
配分はＢ病院を含めた統合
関係医療機関全体で調整

*1 財政支援 ･･･使途に制約のない給付金を支給
*2 対象３区分･･･高度急性期機能、急性期機能、慢性期機能

病床150床

債務

金利

債務 承継
引き継いだ債務の
利子負担を軽減

利子
総額

支給

廃止となる病院 統合後の病院

統合

計
画
作
成

統合関係医療機関

令和３年度予算額：地域医療介護総合確保基金（医療分）
公費1,179億円の内数（195億円）

計
画
作
成

「複数医療機関」の取組に対する財政支援
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● 「重点支援区域」における事例としての対象は、
「複数医療機関の医療機能再編等事例」とし、以下①②の事例も対象と
なり得る。

① 再検証対象医療機関（※）が対象となっていない再編統合事例
② 複数区域にまたがる再編統合事例

重点支援区域について
背景１

選定対象・募集時期3

支援内容4

● 「重点支援区域」は、都道府県からの申請を踏まえ、厚生労働省において選定する。なお、選定は複数回行うこととする。

● 都道府県は、当該区域の地域医療構想調整会議において、重点支援区域申請を行う旨合意を得た上で、「重点支援区域」に申請を行うものとする。

以下の事例を有する区域については、医療機能再編等を進める上で論点が
多岐に渡ることが想定されるため、優先して「重点支援区域」に選定する。
なお、再検証対象医療機関が含まれる医療機能再編等事例かどうかは、

選定の優先順位に影響しない。
①複数設置主体による医療機能再編等を検討する事例
②できる限り多数（少なくとも関係病院の総病床数10％以上）の病床数を
削減する統廃合を検討する事例

③異なる大学病院等から医師派遣を受けている医療機関の医療機能再編等
を検討する事例

④人口規模や関係者の多さ等から、より困難が予想される事例

選定区域5

【優先して選定する事例】

重点支援区域に対する国による技術的・財政的支援は以下を予定。
【技術的支援】（※）
・地域の医療提供体制や、医療機能再編等を検討する医療機関に
関するデータ分析

・関係者との意見調整の場の開催 等
【財政的支援】
・地域医療介護総合確保基金の優先配分
・病床機能の再編支援を一層手厚く実施

※ 厚生労働省が分析した急性期機能等について、「診療実績が特に少ない」（診療実
績がない場合も含む。）が９領域全てとなっている、又は「類似かつ近接」（診療実
績がない場合も含む。）が６領域（人口100万人以上の構想区域を除く。）全てと
なっている公立・公的医療機関等

経済財政運営と改革の基本方針2019（令和元年6月21日閣議決定）において、地域医療構想の実現に向け、全ての公立・公的医療機関等に係る具体的対応方針
について診療実績データの分析を行い、具体的対応方針の内容が民間医療機関では担えない機能に重点化され、2025年において達成すべき医療機能の再編、病
床数等の適正化に沿ったものとなるよう、重点支援区域の設定を通じて国による助言や集中的な支援を行うこととされた。

基本的な考え方2

● 重点支援区域の申請または選定自体が、医療機能再編等の方向性を決めるものではない上、重点支援区域に選定された後も医療機能再編等の結論について
は、あくまでも地域医療構想調整会議の自主的な議論によるものであることに留意が必要。

【１回目（令和２年１月31日）に選定した重点支援区域】
・宮城県（仙南区域、石巻・登米・気仙沼区域）
・滋賀県（湖北区域）
・山口県（柳井区域、萩区域）

● 重点支援区域申請は、当面の間、随時募集する。

【２回目（令和２年８月25日）に選定した重点支援区域】
・北海道（南空知区域、南檜山区域） ・岡山県（県南東部区域）
・新潟県（県央区域） ・佐賀県（中部区域）
・兵庫県（阪神区域） ・熊本県（天草区域）

これまでに以下の12道県17区域の重点支援区域を選定。

※ 今般の新型コロナへの対応を踏まえ、地域における今後の感染症対応を
見据えた医療提供体制の構築に向けた検討に資するよう、国の検討会等に
おける議論の状況について情報提供を行う。

【３回目（令和３年１月22日）に選定した重点支援区域】
・山形県（置賜区域）
・岐阜県（東濃区域）

【４回目（令和３年12月3日）に選定した重点支援区域】
・新潟県（上越区域、佐渡区域）
・広島県（尾三区域） 3



施行日 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 ９年度

主な改正内容

長時間労働の医師の労働時間短縮
及び健康確保のための措置の整備
等

R6.4.1に向
け段階的に
施行

医療関係職種の業務範囲の見直し
R3.10.1施
行

医師養成課程等の見直し

※歯科は医科のそれぞれ１年後に施行

R5.4.1施行

※受験資格の
見直しは
R7.4.1施行

新興感染症等の感染拡大時におけ
る医療提供体制の確保に関する事
項の医療計画への位置付け

R6.4.1施行

地域医療構想の実現に向けた医療
機関の取組の支援

公布日施行

外来医療の機能の明確化・連携 R4.4.1施行

持ち分の定めのない医療法人への
移行計画認定制度の延長

公布日施行

主な改正内容に関する施行スケジュール

公布

施行に向け
た検討

外来機能報告等の実施 （施行状況等を踏まえ、改善検討）

外来医療計画ガイ
ドライン見直し検討

外来医療計画
見直しの検討

８次医療計画（外来医療計画を含む）に基づく外来機能の明確化・連携の推進

支援の実施

基本方針等の改正 第８次
医療計画
策定作業

第８次
医療計画

（上半期）

※登録免許税の優遇措置は
令和４年度まで

※新興感染症等対応を含む
５疾病６事業・在宅医療
等について検討

第８次
医療計画

（下半期）

医師法に基づく共用試験の実施
（合格者は臨床実習において医業を実施）

労働時間短縮計画の案の作成

医療機関勤務環境評価セン
ターによる第三者評価

都道府県による特例水準
対象医療機関の指定

労働時間短縮計画に基づく取組み
特例水準適用者への追加的健康確保措置
定期的な労働時間短縮計画の見直し、評価受審

医師国家試験の受験資格において
共用試験合格を要件化

タスクシフト／シェアの推進

共用試験の内容等の検討

制度の運用、令和５年10月
以降の制度の検討

審査組織による
C-2水準の個別審査

施行
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地域医療構想及び
医師確保計画に
関するWG

第８次医療計画の策定に向けた検討体制

外来機能報告等に
関するWG

在宅医療及び
医療・介護連携に
関するWG

＊ へき地医療、周産期医療、小児
医療については、第７次医療計画
の策定に向けた検討時と同様、それ
ぞれ、以下の場で専門的な検討を
行った上で、「第８次医療計画等に
関する検討会」に報告し、協議を進
める予定。

・へき地医療
厚生労働科学研究の研究班

・周産期医療、小児医療
有識者の意見交換

○以下に関する詳細な検討
・医療資源を重点的に活用
する外来
・外来機能報告
・地域における協議の場
・医療資源を重点的に活用
する外来を地域で基幹的に
担う医療機関 等

○以下に関する詳細な検討
・医師の適正配置の観点を
含めた医療機能の分化・
連携に関する推進方針
・地域医療構想ガイドライン
・医師確保計画ガイドライン

等

○以下に関する詳細な検討
・在宅医療の推進
・医療・介護連携の推進
等

【５疾病】
各疾病に関する
検討の場 等

【新興感染症等】
感染症対策（予防計画）
に関する検討の場 等

連
携

報
告

○ 第８次医療計画の策定に向け、「第８次医療計画等に関する検討会」を立ち上げて検討。
○ 現行の医療計画における課題等を踏まえ、特に集中的な検討が必要な項目については、本検討会の下に、以下の４つ
のワーキンググループを立ち上げて議論。

○ 新興感染症等への対応に関し、感染症対策（予防計画）に関する検討の場と密に連携する観点から、双方の検討会・
検討の場の構成員が合同で議論を行う機会を設定。

救急・災害医療
提供体制等に関す

るWG
○以下に関する詳細な検討
・第８次医療計画の策定に
向けた救急医療提供体制
の在り方
・第８次医療計画の策定に
向けた災害医療提供体制
の在り方 等

第８次医療計画等に関する検討会
○医療計画の作成指針（新興感染症等への対応を含む５疾病６事業・在宅医療等）
○医師確保計画、外来医療計画、地域医療構想 等

※具体的には以下について検討する
・医療計画の総論（医療圏、基準病床数等）について検討
・各検討の場、WGの検討を踏まえ、５疾病６事業・在宅医療等について総合的に検討
・各WGの検討を踏まえ、地域医療構想、医師確保計画、外来医療計画について総合的に検討

※医師確保計画及び外来医療計画については、現在「医師需給分科会」で議論。
次期計画の策定に向けた議論については、本検討会で議論。
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「再検証中」の調整会議の状況（複数回答可）
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新型コロナ

対応のため

検討困難

それ以外の理由で

検討困難

「再検証中」の医療機関の状況（複数回答可）

再検証対象医療機関の取組状況

再検証対象医療機関 合意済、再検証結果に基づき措置済又は再検
証対象外となった医療機関（※）

436医療機関 199医療機関（46%）

（※）合意済の医療機関数：83医療機関
合意結果に基づき措置済の医療機関数：92医療機関
再検証対象外の医療機関数：24医療機関

※再検証中の医療機関のうち、コロナ以外の理由で検討が困難な主な理由

・圏域内の医療機関において再編統合の検討が続いており、具体的対応方
針が未策定であること

・重点支援区域の申請を行うことから個々の病院で判断できる段階ではない
とのこと

・令和４年度以降に一部病棟の建替えを計画しており、建替計画の中で病
床削減を含めた病床機能の見直しについて改めて検討することとしている
こと

・国の公的医療機関の見直しの状況を踏まえる必要があること
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再検証対象医療機関、それ以外の公立公的医療機関等の
新型コロナウイルス感染症の入院患者受入可能医療機関数及び割合

1,208 
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再検証対象医療機関、それ以外の公立公的医療機関等の
新型コロナウイルス感染症の入院患者受入可能医療機関のうち

受入実績の有無及び割合

○ 再検証対象医療機関のうち80％、公立公的医療機関等のうち93％が新型コロナウイルス感染症の入院患者を受入
可能であった（令和３年７月末時点）。 対象医療機関：G-MISで報告のあった全医療機関のうち急性期病棟を有する公立・公的医療機関等（1,396医療機関）

再検証対象医療機関：436機関※（うちG-MISで報告のあった急性期を有する再検証医療機関は334機関)

■受入可能のうち受入なし公立・公的医療機関等 ■受入実績あり公立・公的医療機関等
■受入可能のうち受入なし再検証対象 ■受入実績あり再検証対象
ｰ受入可能のうち受入実績ありの割合

■受入可能公立・公的医療機関等 ■受入可能再検証対象医療機関
□上記以外 ｰ 受入可能の割合

※ 受入可能：G-MISで報告のあった医療機関について、新型コロナウイルス感染症の入院患者を受入可能な病床が１床以上あると報告したことのある医療機関。または、 G-MISで報告のあった医療機関について、１人以上新型コロナウイル
ス感染症の入院患者を受け入れていると報告したことのある医療機関

※ 受入実績あり：G-MISで報告のあった医療機関について、１人以上新型コロナウイルス感染症の入院患者を受け入れていると報告したことのある医療機関
※ 受入可能のうち受入実績なし：G-MISで報告のあった医療機関について、新型コロナウイルス感染症の入院患者を受入可能な病床が１床以上あると報告したことのある医療機関のうち１人以上新型コロナウイルス感染症の入院患者を受け

入れていると報告していない医療機関
※ 急性期病棟を有する医療機関：高度急性期・急性期の機能を持つ病棟を有すると報告された医療機関［高度急性期・急性期病棟だけではなく、回復期・慢性期の機能も持つ病棟を有すると報告した医療機関も含む］（令和２年度病床機

能報告）n=4,265病院
※ 公立医療機関 ：都道府県、市町村が開設する病院及び地方独立行政法人が設置する病院（令和２年度病床機能報告）

公的医療機関等：独立行政法人国立病院機構、独立行政法人労働者健康安全機構、独立行政法人地域医療機能推進機構、日本赤十字社、
社会福祉法人恩賜財団済生会、社会福祉法人北海道社会事業協会、厚生農業協同組合連合会、国民健康保険団体連合会、
健康保険組合及びその連合会、共済組合及びその連合会及び国民健康保険組合が設置する病院または特定機能病院、地域医療支援病院（令和２年度病床機能報告）

※ 再検証対象医療機関数：2020年12月25日に確定した値

再検証対象医療機関の新型コロナウイルス感染症の入院患者
受入可能医療機関及び受入実績の有無について

公立・公的医療機関等 うち再検証対象医療機関 公立・公的医療機関等 うち再検証対象医療機関
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第８次医療計画の策定に向けて

〇 中長期的な人口構造の変化に対応するための地域医療構想については、その基本的な枠組み（病床
必要量の推計など）を維持しつつ、着実に取組を進めていく必要があるが、新型コロナウイルス感染
症の感染拡大を受け、地域医療構想に関する取組の進め方については、都道府県に可能な限りの対応
をお願いする一方で、厚生労働省において改めて整理の上、お示しすることとしていた。（具体的対
応方針の再検証等の期限について（令和２年３月４日及び８月31日付け通知））

○ 今後、各都道府県において第８次医療計画（2024年度～2029年度）の策定作業が2023年度までか
けて進められることとなるが、その際には、各地域で記載事項追加（新興感染症等対応）等に向けた
検討や病床の機能分化・連携に関する議論等を行っていただく必要があるため、その作業と併せて、
2022年度及び2023年度において、地域医療構想に係る民間医療機関も含めた各医療機関の対応方針
の策定や検証・見直しをお願いしたい。その際、各都道府県においては、今回の新型コロナウイルス
感染症の感染拡大により病床の機能分化・連携等の重要性が改めて認識されたことを十分に考慮いた
だきたい。
また、検討状況については、定期的に公表をお願いしたい。

○ 厚生労働省においては、改正医療法を受け、第８次医療計画における記載事項追加（新興感染症等
対応）等に向けて、検討状況を適時・適切に各自治体と共有しつつ、「基本方針」や「医療計画作成
指針」の見直しを行っていくこととしている。この検討状況については、適宜情報提供していくので
参考とされたい。

○ 地域医療構想の推進の取組は、病床の削減や統廃合ありきではなく、各都道府県が、地域の実情を
踏まえ、主体的に取組を進めるものであり、厚生労働省においては、各地域における検討状況を適
時・適切に把握しつつ、自主的に検討・取組を進めている医療機関や地域について、その検討・取組
を「重点支援区域」や「病床機能再編支援制度」等により支援していく。

8
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県

○ 今後の人口減少・高齢化に伴う医療ニーズの質・量の変化や労働力人口の減少を見据え、質の高い医療を効率的に
提供できる体制を構築するためには、医療機関の機能分化・連携を進めていく必要。

○ こうした観点から、各地域における2025年の医療需要と病床の必要量について、医療機能（高度急性期・急性期・回
復期・慢性期）ごとに推計し、「地域医療構想」として策定。
その上で、各医療機関の足下の状況と今後の方向性を「病床機能報告」により「見える化」しつつ、各構想区域に設置

された「地域医療構想調整会議」において、病床の機能分化・連携に向けた協議を実施。

医療機能の報告等を活用し、「地域医療構想」を策定し、
更なる機能分化を推進

（「地域医療構想」の内容）

１．２０２５年の医療需要と病床の必要量
・高度急性期・急性期・回復期・慢性期の４機能ごとに医療
需要と病床の必要量を推計

・在宅医療等の医療需要を推計
・都道府県内の構想区域（二次医療圏が基本）単位で推計

２．目指すべき医療提供体制を実現するための施策
例） 医療機能の分化・連携を進めるための施設設備、

在宅医療等の充実、医療従事者の確保・養成等

地域医療構想について

（機能が
見えに
くい）

医
療
機
関

（B病棟）
急性期機能

（D病棟）
慢性期機能

（C病棟）
回復期機能

（A病棟）
高度急性期機能

○ 機能分化・連携については、

「地域医療構想調整会議」で議論・調整。

医療機能の現状と今後の
方向を報告（毎年１０月）

病床機能報告

回復期機能の
患者

高度急性期機能
の患者

慢性期機能の患者

急性期機能の患者医療機能
を自主的
に選択

地域医療構想について
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※1：2020年度病床機能報告において、「2025年7月1日時点における病床の機能の予定」として報告された病床数
※2：対象医療機関数及び報告率が異なることから、年度間比較を行う際は留意が必要

（報告医療機関数/対象医療機関数（報告率） 2015年病床機能報告：13,863/14,538（95.4％）、2020年病床機能報告：12,635/13,137（96.2％））
※3：端数処理をしているため、病床数の合計値が合わない場合や、機能ごとの病床数の割合を合計しても100％にならない場合がある
※4：平成25年度(2013年度) のＮＤＢのレセプトデータ 及びＤＰＣデータ、国立社会保障・人口問題研究所『日本の地域別将来推計人口（平成25年(2013年）3月中位推計）』等を

用いて推計
※5：ICU及びHCUの病床数（*）：18,482床（参考 2019年度病床機能報告：18,253床）

*救命救急入院料1～4、特定集中治療室管理料1～4、ハイケアユニット管理料1・2のいずれかの届出を行っている届出病床数

出典：2020年度病床機能報告

89.5
万床

※1

急性期
53.5万床（45％）

高度急性期
15.9万床（13%）

５
慢性期

29.9万床（25％）

回復期
20.5万床（17%）

急性期
59.6万床（48％）

高度急性期
16.9万床（14%）

慢性期
35.5万床（28％）

回復期
13.0万床（10%）

2015年度病床機能報告

合計 119.8万床

89.9
万床

0.3万床増

1.2万床減

1.6万床増

1.8万床減

約1.1万床減

2020年度病床機能報告

1.33

急性期
54.7万床（45％）

高度急性期
15.6万床（13％）

慢性期
31.7万床（26％）

回復期
18.9万床（16%）

合計 120.9万床

89.2
万床

２０２０年度病床機能報告について

合計 125.1万床
2025年見込2020年

76.5
万床

1.3万床減

4.9万床減

5.9万床増

3.8万床減

70.3
万床

69.4
万床

2015年

急性期
40.1万床（34％）

回復期
37.5万床（31％）

高度急性期
13.1万床（11％）

慢性期
28.4万床（24％）

90.7
万床

地域医療構想における
2025年の病床の必要量

（平成28年度末時点の推計）

53.2
万床

合計 119.1万床

※4
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■主な開設主体別にみた議論の状況

機能別・開設主体別にみた議論の状況

■機能区分別にみた議論の状況
高度急性期 急性期 回復期 慢性期

病床数 総計（※）

高度 急性 回復 慢性 休棟
合意 合意 合意 合意 合意 合意

総計 1,288,385 806,923 63% 163,521 153,392 94% 583,010 390,182 67% 152,264 76,246 50% 349,745 170,956 49% 39,845 16,147 41%

公
立
・
公
的
等

都道府県 41,133 38,634 94% 10,841 10,458 96% 24,348 23,022 95% 2,887 2,758 96% 2,122 1,556 73% 935 840 90%

市町村 127,915 119,504 93% 16,589 16,387 99% 82,746 77,601 94% 12,984 11,797 91% 11,245 10,036 89% 4,351 3,683 85%

地方独立行政法人 29,382 28,750 98% 11,297 11,294 100% 15,874 15,381 97% 1,075 1,058 98% 544 502 92% 592 515 87%

国立病院機構 47,327 46,431 98% 7,928 7,928 100% 20,801 20,761 100% 2,764 2,704 98% 14,826 14,030 95% 1,008 1,008 100%

労働者健康安全機構 12,521 12,322 98% 961 961 100% 10,098 9,998 99% 710 710 100% 188 188 100% 564 465 82%

地域医療機能推進機構 15,574 15,041 97% 1,916 1,767 92% 11,114 10,804 97% 1,793 1,763 98% 196 196 100% 555 511 92%

日赤 34,837 34,837 100% 13,294 13,294 100% 17,865 17,865 100% 1,433 1,433 100% 1,400 1,400 100% 845 845 100%

済生会 22,231 20,594 93% 3,749 3,587 96% 14,337 13,304 93% 2,537 2,431 96% 1,131 908 80% 477 364 76%

北海道社会事業協会 1,727 1,727 100% 8 8 100% 880 880 100% 308 308 100% 471 471 100% 60 60 100%

厚生連 31,201 30,430 98% 4,547 4,405 97% 19,571 19,121 98% 3,690 3,590 97% 2,510 2,431 97% 883 883 100%

健康保険組合等 1,916 1,736 91% 48 48 100% 1,664 1,512 91% 84 56 67% 120 120 100% 0 0 -

共済組合等 13,529 13,130 97% 4,060 4,060 100% 8,219 7,933 97% 728 685 94% 321 321 100% 201 131 65%

国民健康保険組合 320 320 100% 4 4 100% 316 316 100% 0 0 - 0 0 - 0 0 -
上記以外の特定機能病
院 61,228 60,598 99% 52,247 51,986 100% 7,879 7,510 95% 86 86 100% 32 32 100% 984 984 100%

上記以外の地域医療支
援病院 61,386 58,830 96% 15,807 15,631 99% 39,322 37,545 95% 3,518 3,241 92% 1,894 1,710 90% 845 703 83%

その他 786,158 324,039 41% 20,225 11,574 57% 307,976 126,629 41% 117,667 43,626 37% 312,745 137,055 44% 27,545 5,155 19%

病床数 総計

合意 議論継続

総計 1,288,385 806,923 63% 222,150 17%

高度急性期 163,521 153,392 94% 3,195 2%

急性期 583,010 390,182 67% 89,617 15%

回復期 152,264 76,246 50% 36,287 24%

慢性期 349,745 170,956 49% 86,129 25%

休棟 39,845 16,147 41% 6,922 17%

（※）2017年度病床機能報告を用いて
算出しており、未報告医療機関
の病床数は含まれていない。

合意

（2019年3月末）

（2019年3月末）

合意

合意 合意

議論継続

議論継続

議論継続 議論継続
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２０１７年３月 全ての都道府県において地域医療構想（2025年の４機能ごとの必要病床量等）を策定

〔新公立病院改革プラン(2017年3月まで),公的医療機関等2025プラン(2017年12月まで)の策定〕

～２０１９年３月 公立・公的医療機関等において、先行して具体的対応方針の策定

⇒地域医療構想調整会議で合意

２０１９年 １月～ 厚生労働省医政局「地域医療構想に関するワーキンググループ（WG）」において、公立・公的医療機関
等の具体的対応方針について議論（再検証に係るものを含む）を開始

６月２１日 骨太の方針2019 閣議決定
９月２６日 再検証に係る具体的な対応・手法のとりまとめ、 公立・公的医療機関等の診療実績データの公表

１０月 ４日 第１回 地域医療確保に関する国と地方の協議の場
１０月１７日～ 地方意見交換会（ブロック別）を順次開催
１１月 ６日～ 都道府県の要望に応じ、個別に意見交換会を順次開催
１１月１２日 第２回 地域医療確保に関する国と地方の協議の場
１２月２４日 第３回 地域医療確保に関する国と地方の協議の場

２０２０年 １月１７日 医政局長通知「公立・公的医療機関等の具体的対応方針の再検証等について」を都道府県宛に発出
あわせて、都道府県に対し、「公立・公的医療機関等の診療実績データの分析結果」及び民間医療機関
の診療実績データを提供

１月３１日 重点支援区域 １回目選定（３県５区域）
３月 ４日 医政局長通知「具体的対応方針の再検証等の期限について」を都道府県宛に発出
７月１７日 骨太の方針2020 閣議決定
８月２５日 重点支援区域 ２回目選定（６道県７区域）
８月３１日 医政局長通知「具体的対応方針の再検証等の期限について」を都道府県宛に発出

１０月２９日 第５回 地域医療確保に関する国と地方の協議の場
１２月１５日 厚生労働省医政局「医療計画の見直し等に関する検討会」において、構想の考え方・進め方の議論を

含めた「新型コロナウイルス感染症を踏まえた今後の医療提供体制の構築に向けた考え方」をとりまとめ

２０２１年 １月２２日 重点支援区域 ３回目選定（２県２区域）
６月１８日 骨太の方針2021 閣議決定
１２月３日 重点支援区域 ４回目選定（２県３区域）

地域医療構想に係るこれまでの経緯について
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新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえた今後の地域医療構想の進め方について

○ 「経済財政運営と改革の基本方針2020」（令和２年７月17日閣議決定）を踏まえ、「具体的対応
方針の再検証等の期限について」（令和２年８月31日付け医政発0831第３号厚生労働省医政局長
通知）を発出。

公立・公的医療機関等の
具体的対応方針の再検証等について

（令和２年１月17日付け通知）

当面、都道府県においては、「経済財政
運営と改革の基本方針2019」における
一連の記載（※）を基本として、地域医療
構想調整会議での議論を進めていただく
ようお願いする。

※経済財政運営と改革の基本方針2019の記載
○医療機関の再編統合を伴う場合
→ 遅くとも2020年秋頃

○それ以外の場合
→ 2019年度中

経済財政運営と改革の基本方針2020
（令和２年７月17日閣議決定）

感染症への対応の視点も含めて、質が高く効率的で
持続可能な医療提供体制の整備を進めるため、可能
な限り早期に工程の具体化を図る。

具体的対応方針の再検証等の期限について
（令和２年８月31日付け通知）

再検証等の期限を含め、地域医療構想に関する取組
の進め方について、「経済財政運営と改革の基本方
針2020」、社会保障審議会医療部会における議論の
状況や地方自治体の意見等を踏まえ、厚生労働省に
おいて改めて整理の上、お示しすることとする。
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ＫＰＩ第２階層 ＫＰＩ第１階層 工 程（取組・所管府省、実施時期） 21  22  23

２９．地域医療構想の実現

ⅰ．地域医療構想の実現に向けた病床の機能分化・連携の取組を促進する

ａ．今般の新型コロナウイルス感染症対応で得られた知見（医療機関の対応状況等に関するデータ分析を含

む。）を踏まえ、今後の新興感染症等の感染拡大時に必要な対策（医療機関・病床等の確保、マンパワーの

確保等）が機動的に講じられるよう、新興感染症等対応を「医療計画」の記載事項として位置付けるための

法制上の措置を講じる（第８次医療計画～）。

ｂ．これを前提に、中長期的な人口構造の変化に対応するための地域医療構想については、その基本的な枠

組み（病床必要量の推計など）を維持しつつ、着実に取組を進めていく。

各地域における検討状況を適時・適切に把握しつつ、自主的に検討・取組を進めている医療機関や地域につ

いては、その検討・取組を「重点支援区域」や「病床機能再編支援制度」等により支援するとともに、新型

コロナウイルス感染症への対応状況に配慮しつつ、各地域において地域医療構想調整会議を主催する都道府

県等とも協議を行い、2020年度冬の感染状況を見ながら、以下の取組に関する具体的な工程の設定につい

て検討する。その際、2025年以降も継続する人口構造の変化を見据えつつ、段階的に取組を進めていく必

要がある中、その一里塚として、2023年度に各都道府県において第８次医療計画（2024年度～2029年度）

の策定作業が進められることから、2022年度中を目途に地域の議論が進められていることが重要となるこ

とに留意が必要である。

・ 再検証対象医療機関における具体的対応方針の再検証

・ 民間医療機関も含めた再検証対象医療機関以外の医療機関における対応方

針の策定（策定済の場合、必要に応じた見直しの検討）

ｃ．都道府県が運営する地域医療構想調整会議における協議の促進を図る環境整備として、広く地域の医療

関係者等が地域医療構想の実現に向けて取り組むことができるよう、議論の促進に必要と考えられる情報・

データの利活用の在り方、地域医療構想調整会議等における議論の状況の「見える化」やフォローアップの

在り方等について、法制上の位置付けも含め、自治体と丁寧に検討の上、地域医療構想を着実に進めるため

に必要な措置を講ずる。

ｄ．第８次医療計画における記載事項追加（新興感染症等対応）等に向けて、「基本方針」や「医療計画作

成指針」の見直しを行う。

ｅ．地域医療構想の議論の進捗状況を踏まえつつ、各都道府県において、第８次医療計画を策定する。

ｆ．介護療養病床について、2023年度末の廃止期限に向け、2021年度介護報酬改定に向けた関係審議会に

おける検討結果も踏まえ、基準や報酬、予算事業等を組み合わせた移行支援を行う。≪厚生労働省≫

○地域医療構想の2025年にお

ける医療機能別（高度急性期、

急性期、回復期、慢性期）の

必要病床数を達成するために

増減すべき病床数に対する実

際に増減された病床数の割合

【2025年度に100％】

(実際に増減された病床数／地

域医療構想の2025年における

医療機能別（高度急性期、急

性期、回復期、慢性期）の必

要病床数を達成するために増

減すべき病床数（病床機能報

告））

○介護療養病床の第８期計画

期末までのサービス減量

【2023年度末に100％】

（2021年１月から2023年度

末までに廃止した介護療養病

床数／2021年１月の介護療養

病床数。厚生労働省「病院報

告」）

〇地域医療構想調整会議におい

て具体的対応方針について合意

に至った医療施設の病床の割合

【2020年度冬の感染状況を見な

がら、具体的な工程の設定につ

いて検討することとしており、

その結果を踏まえて指標を改め

て設定】

○公立病院改革プランまたは公

的医療機関等2025プラン対象病

院で、再検証要請対象医療機関

とされた医療施設のうち、地域

医療構想調整会議において具体

的対応方針について再度合意に

至った医療施設の病床の割合

【（同上）】

２９．地域医療構想の実現

ⅱ．病床のダウンサイジング支援の追加的方策を検討

ａ．地域医療介護総合確保基金の活用状況の検証結果を踏まえ、病床のダウンサイジング支援

の追加的方策について検討し、その結果に基づき所要の措置を講じる。

ｂ．介護療養型医療施設及び医療療養病床からの転換状況を踏まえ、2021年度介護報酬改定に

向けた関係審議会等における検討の結果に基づき、取組を推進。≪厚生労働省≫

ー ー

社会保障 3．医療・福祉サービス改革
新経済・財政再生計画 改革工程表2020（令和２年12月18日経済財政諮問会議）(抄)
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○令和３年10月13日 参議院本会議におけるやりとり（抜粋）

小池晃議員
総理は、公立・公的病院の統廃合計画について、病床の削減や統廃合ありきでは

ないと答弁しました。しかし、自公政権が地域医療構想に基づいて二十万床の急性
期病床を減らす計画を立て、骨太の方針でその強化、促進を掲げているのは紛れも
ない事実です。
岸田内閣が本当に医療難民ゼロを実現しようというなら、それに反する地域医療

構想と骨太の方針、消費税収を使った病床削減の仕組み、とりわけ急性期病床を削
減、縮小する計画を直ちに撤回すべきです。答弁を求めます。

岸田文雄内閣総理大臣
地域医療構想については、人口構造の変化を踏まえ、地域の医療ニーズに合わせ、

質の高い効率的な医療提供体制の確保を目指して取り組むものです。こうした観点
から、地域での合意を踏まえ、自主的に行われる病床の減少に対して支援を行って
います。
病床の削減や統廃合ありきではなく、地域の実情を十分に踏まえつつ、地方自治

体等と連携して検討を進めてまいります。

地域医療構想に関する国会でのやりとり
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